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令和６年６月６日 

 

 各市町村教育委員会教育長 

 各 県 立 学 校 長  様 

 各教育事務所（支所）長 

 

 

埼玉県教育委員会教育長 

 

 

心肺蘇生等の応急手当に係る取組の実施について（通知） 

 

 標記の件につきまして、文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学

習・安全課長ほかから、別添（写）のとおり通知がありました。 

 学校で児童生徒等の重大事故等が発生した場合、救急要請することに加え、適

切な応急手当等を行うことが重要です。 

 また、有事の際に躊躇せず対応するためには、消防等の協力を得つつ、応急手

当の手法等について校内研修等を通じて学んでおくことが効果的です。 

 つきましては、本通知を参考に、消防等と連携した研修等の実施について積極

的に御検討くださるようお願いいたします。 

 なお、市町村教育委員会におかれましては、貴管下学校等への周知につきまし

て御配意をお願いいたします。 

 

 

担 当：県立学校部保健体育課 

    健康教育・学校安全担当 阿久津広真 

電 話：０４８－８３０－６９６４ 

Email：a6960-01@pref.saitama.lg.jp 

mailto:a6960-01@pref.saitama.lg.jp
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